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はじめに

国土交通省国土技術政策総合研究所においては

「公共工事の品質確保の促進に関する法律」の成

立を踏まえ，平成１７年５月に「公共工事における

総合評価方式活用検討委員会」（委員長：小澤一

雅 東京大学大学院工学系研究科教授）を設置し，

総合評価方式のより一層の活用促進に向けた検討

を行っている。平成１８年度においては，直轄工事

における総合評価方式の実施状況の分析や受発注

者からの意見・要望，地方公共団体における実施

状況等を踏まえ，本委員会が平成１７年９月に策定

した「公共工事における総合評価方式活用ガイド

ライン」を見直すとともに，平成１８年４月に策定

した「高度技術提案型総合評価方式の手続につい

て」を盛り込み，公共工事の各発注者の参考に資

するため「公共工事における総合評価方式活用検

討委員会報告～総合評価方式適用の考え方～」と

してとりまとめたので紹介する。

委員会報告の概要
～ガイドライン見直しのポイント～

! 評価項目および配点の見直し

! 簡易型における評価項目の見直し

企業の同種・類似工事の施工実績や配置予定技

術者の資格等を競争参加資格の要件として審査す

る場合には，総合評価における評価項目として採

用しても競争参加者の技術力評価の結果に有意な

差が生じにくいため，評価項目として採用しない

ことが望ましい。

" 簡易型における配点の見直し

企業および配置予定技術者の過去の工事成績や

表彰実績の有無，技術開発の実績の有無，継続教

育（CPD）の取り組み状況等については，技術

力評価の結果に差が生じやすく，技術力競争を促

進するため，工事特性に応じてこれらの評価項目

を採用する場合には配点を高めることが望まし

い。

# 施工体制を確認する評価項目の追加

公共工事の品質のさらなる確保を図るため，入

札手続の段階で競争参加者の施工体制を確認する

評価項目を新たに追加した。

" 総合評価の方法の見直し

! 加算方式の適用拡大

加算方式における評価値は，価格のみの競争で

は品質の低下が懸念される場合に，施工の確実性

を実現する技術力を評価し加味する指標であると

いえ，工事品質の確保を図る簡易型への適用が考

えられる。一方，除算方式における評価値は，VFM

（Value for Money）の考え方によるものであ

り，価格当たりの工事品質を表す指標であるた

め，技術提案により工事品質のより一層の向上を

図る標準型および高度技術提案型への適用が考え
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られる。

ただし，除算方式は技術評価点を入札価格で除

するため，入札価格が低いほど評価値が累加的に

大きくなる傾向があるのに対し，加算方式は技術

評価点と価格評価点をそれぞれ独立して評価する

ため，技術力競争を促進することができると考え

られ，極端な低価格による入札が頻発している現

況においては加算方式の適用拡大を図ることが望

ましい。なお，これらの方式の適用については，

今後の実施状況を踏まえ，引き続き検討が必要で

ある。

" 除算方式における加算点の拡大

加算点が小さい場合には価格の要素に大きく影

響を受けて最高評価値が決まることから，価格と

品質が総合的に優れた工事の調達を実現するた

め，加算点を拡大し設定することが望ましい（表

―１）。

# 技術評価点の算出方法の留意点

技術評価点の算出方法として，競争参加者間で

最も評価の高い者に満点を付与する「一位満点方

式」や得点の合計をそのまま技術評価点とする

「素点計上方式」等が一般的に採用されているこ

とから，これらの方式を採用する上での各方式の

長所・短所を整理した。

! 技術提案の課題設定と評価方法のあり方

! タイプの位置付けの再整理

簡易な施工計画は企業の技術力評価に有効であ

るが，発注担当職員は課題や評価基準の設定に苦

慮しており，標準型と同様な技術提案を求め，評

価している事例も見受けられる。一方，高度技術

提案型の活用が進んでいないことから，タイプの

位置付けを再整理した。

表―１ 除算方式における標準的な加算点

総合評価方式
加 算 点

一般的な場合 施工体制を評価する場合※

簡 易 型 １０～３０点 １０～５０点
標 準 型 １０～５０点 １０～７０点
高度技術提案型 ５０点～ ―

※加算点とは別途に「施工体制評価点」３０点を追加設
定する。

※１ 図中の評価値は，入札率１００％，技術評価点が満点の場合の評価値を１として正規化した値
※２ 加算方式における価格評価点と技術評価点の割合は５０：５０，価格評価点＝５０×（１－入札価格／予定価格）と
し，評価値＝価格評価点＋技術評価点にて算出。

※３ 除算方式では標準点＝１００点，加算点＝５０点とし，評価値＝（標準点＋加算点）／入札価格にて算出。

図―１ 加算方式と除算方式の比較
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" 簡易型における評価のあり方

競争参加者間の簡易な施工計画に対する評価の

優劣を明確化するために，発注者が示す仕様の範

囲を超えた工夫を求める傾向が発注者に見られる

とともに，競争参加者側においても安易にコスト

負担を要するハード対策を提案している事例が見

られる。

簡易型はあくまでも発注者が示す仕様の範囲内

で必要となる知見や配慮を求めるべきであり，コ

スト負担を要するハード対策等，その品質を上回

る提案は必要範囲を超えるものとして評価しない

ように留意するとともに，品質をより高めること

を期待する場合には標準型を適用する。

# 高度技術提案型の積極的活用

民間企業が有する高い技術力を活用することに

より工事の品質の向上を図るとともに，企業の技

術開発・技術者育成の促進を図るため，高度技術

提案型を積極的に活用する。

$ タイプに応じた条件明示の徹底

発注者の意図を明確にし，競争参加者からの的

確な技術提案の提出を促すため，入札説明書や設

計図書において施工条件や要求要件（最低限の要

求要件，評価する上限がある場合には上限値）の

明示の徹底を図る。

! 地方公共団体における総合評価方式の導入

促進

! 市区町村向け簡易型の提示

地方公共団体のうち，都道府県では総合評価方

式の導入が進んでいるが，市区町村においては導

入が進んでいない。簡易型は，発注者が示す仕様

に基づき，適切で確実な施工を行う能力を評価す

るものであるため，当該工事の簡易な施工計画を

求めて総合評価を行うことが望ましいことから，

技術職員が少なく公共工事発注のための体制が十

分に整備されていない市区町村においても，発注

者支援制度等の活用により簡易な施工計画を評価

することを原則としつつも，発注者の体制が整備

されるまでの間，技術的な工夫の余地が小さく，

かつ規模の小さな工事においては，施工計画を評

価しない代わりに工事成績や過去の同種工事の施

工実績等が企業の施工計画を作成する能力を反映

する指標とみなして総合評価を行うことも考えら

れる。

なお，このような考え方に基づき総合評価を行

う場合は，技術力評価において工事成績が支配的

になることが想定されるため，発注者は適切に工

事成績評定を実施することが重要である。あわせ

て配置予定技術者の能力についてヒアリングを実

施することが望ましい。

" 総合評価方式の効果の検証

今後，地方公共団体において総合評価方式の導

入が促進され，各発注者の公共工事の発注状況や

工事の特性等に応じて，独自の評価項目や評価方

法等が採用されることが見込まれる。従って，各

発注者は総合評価方式の実施状況等からその効果

について検証を行うとともに，必要に応じて学識

経験者の意見を聴取し，評価項目や評価方法等の

改善に努める必要がある。

# 発注者の支援

技術職員の少ない市区町村等の地方公共団体で

は，発注者自らが総合評価方式の実施を含めたす

べての発注関係事務を適切に実施することが困難

である場合も想定されるため，このような発注者

に対する支援制度の活用を提案した。

また，審査を公正かつ効率的に行うため，工事

の施工内容や工事成績評定，当該工事を担当した

技術者に関するデータベースを活用することが望

ましい。

" そ の 他

技術提案（VE提案）によるコスト縮減の扱い

や入札・契約手続の透明性・公平性の確保につい

て留意事項を整理するとともに，今後の課題とし

て，フォローアップ調査の継続，実施に向けた体

制の整備，事後審査型入札方式の導入，技術提案

の作成費用について整理した。

おわりに

上述した委員会報告を含めて委員会に関する資

料はすべて国土技術政策総合研究所のホームペー
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ジ（http : //www.nilim.go . jp/ lab/peg/ index .

htm）からダウンロードできる。

国土技術政策総合研究所においては，今年度委

員会の下に作業部会を設置し，総合評価方式の事

例の収集・分析を通じて，適宜必要な改善を図る

とともに，公共工事の発注に携わる担当者にとっ

て参考となる情報を提供していくことにより，総

合評価方式の活用促進に努めていきたいと考えて

いる。

表―２ 市区町村向け簡易型における評価基準および得点配分の設定例
! 企業の施工実績について

評価項目 評価基準 配点 得点

過去１５年間の同種・類似工事の施工
実績の有無

同種工事の実績あり １．０
／１．０

類似工事の実績あり ０．０

過去２年間の工事成績評定点の平均
点

８０点以上 ２．０

７０点以上 ８０点未満 １．０ ／２．０

７０点未満 ０．０

" 配置予定技術者の能力について

評価項目 評価基準 配点 得点

主任（監理）技術者の保有する資格
１級土木施工管理技士または技術士 １．０

／１．０
２級土木施工管理技士 ０．０

過去１５年間の主任（監理）技術者の
施工経験の有無

同種工事の実績あり １．０
／１．０

類似工事の実績あり ０．０

# 地理的条件について

評価項目 評価基準 配点 得点

地域内における本支店，営業所の所
在地の有無

○○県内に本店，支店又は営業所あり １．０
／１．０

○○県内に拠点なし ０．０

過去１５年間の近隣地域での施工実績
の有無

施工実績あり １．０
／１．０

施工実績なし ０．０

$ 配置予定技術者の能力について（ヒアリング）

評価項目 評価基準 配点 得点

技術者の専門技術力
・関連分野における施工経験や知識
量
・担当工事における主体性，創意工
夫の取り組み

実績として挙げた工事に中心的・主体的に参画し，創意工夫
等の積極的な取り組みが確認できる

１．０

／１．０実績として挙げた工事において適切な工事管理を行ったこと
が確認できる

０．５

その他 ０．０

当該工事の理解度・取り組み姿勢
・当該工事の施工上の課題や問題点
等の理解度
・課題への対応に関する技術的な裏
付け
・疑問点等に対する質問等の積極性

当該工事について適切に理解した上で，施工上の提案等積極
的な取り組み姿勢が見られる

１．０

／１．０
当該工事について適切に理解している ０．５

その他 ０．０

技術者のコミュニケーション能力
質問の意図を理解し，的確な応答ができる １．０

／１．０
その他 ０．０

得点合計 ／１０．０
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